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（目　的）
1. 　この基準は、コンプライアンス規程第10条で設置を定めた「コンプライアンス相談窓口」（以下「相談窓口」という。）の運用を定める。
　　　②　コンプライアンス規程に従ってコンプライアンスの推進と徹底を図り、コンプライアンス違反の予防、早期是正のため、組織的又は個人によるコンプライアンス違反若しくは違反のおそれのある行為につき、その事実を会社として速やかに認識し、対応することを目的に本運用基準を定める。

（対象者）
第２条　　従業員（出向者、嘱託その他会社と雇用関係にある者を含む。）、派遣社員及び当社と請負契約に基づき行う業務に従事している者は、相談窓口を利用することができる。

（通報の対象事項）
第３条　　従業員は、コンプライアンス規程第９条に定めるところに従い、次に掲げる行為を知ったときは、上司に相談しなければならない。
　　　　　　1.　当社におけるコンプライアンス違反行為
　　　　　　2.　当社におけるコンプライアンス違反のおそれがある行為
　　　②　前項の相談を行ったにもかかわらず、相当の期間を経ても上司から適当な回答が得られないとき、又は上司に相談することが適切でないと判断するときは、相談窓口に通報することができる。

（通報の誠実性）
第４条　　前条第２項の通報は、客観的で合理的根拠に基づいた誠意あるものに限られるものとし、個人的利益を図る目的、私怨又は誹謗・中傷を目的として行ってはならない。

（受付窓口）
第５条　　通報の受付窓口は「コンプライアンス事務局」および「監査役窓口」とする。また、「東ソーグループコンプライアンス相談窓口」も利用することができる。

（通報の方法）
第６条　　通報は、事実関係の確認及び調査を行う必要があるため、原則として本人名を明らかにして行うものとする。
　　　②　前項の通報は、匿名でも行うことができるものとする。ただし、匿名による通報の場合には、第7条（事実関係の調査）及び第8条（調査結果への対応）は十分に実施できない場合もあり、第9条（通報者への連絡）は行われない。
　　　③　相談窓口への通報は、社内窓口又は社外窓口に、電子メール又は書面で行うこととし、宛先は別途周知する。

（事実関係の調査）
第７条　　受付窓口は通報を受けた場合は、直ちにその旨と内容をコンプライアンスリーダー（以下「リーダー」という。）に報告し、リーダーは必要に応じて社長に報告する。
　　　②　社長は、特定の者を指名して調査の実施を指示する。
　　　③　調査の実施を指示された者（以下「調査担当者」という。）は、通報した者（以下「通報者」という。）が特定されることがないよう留意して調査を行わなければならない。
　　　④　調査担当者は、調査終了後、結果について直ちにリーダーに報告する。ただし、調査に時間を要する場合は、適宜、経過報告を行うものとする。

（調査結果への対応）
第８条　　リーダーは、調査結果を社長に報告する。ただし、調査に時間を要する場合は、適宜、経過報告を行うものとする。
　　　②　社長は、コンプライアンス違反が確認された場合は、当該違反行為を停止させるとともに必要に応じて是正措置、再発防止策等を講じる。

（通報者への連絡）
第９条　　相談窓口は、事実関係調査の開始の時をもって通報の受付とし、通報者に対して通報受付及び調査開始を連絡するとともに、調査終了後には、調査結果並びにその対応について連絡する。

（通報者の保護）
第10条　　通報者は、この基準に従い通報したことを理由として会社及び役員、従業員からいかなる不利益も受けない。
　　　 ②　通報者の不利益な取扱いが確認された場合は、会社は、不利益な取扱いを中止させるとともに、その是正に必要、適切な措置を講ずる。

（被通報者の保護）
第11条　　会社は被通報者の利益保護に努めなければならない。確固たる証拠がない限り、被通報者を違法・不正行為実施者として取扱いをしてはならない。

（守秘義務）
第12条　　相談窓口、調査担当者及び当該事案に関与したすべての者は、通報者の氏名、通報事項及び
調査内容等に関して秘密を保持しなければならない。

（規程の管理）
第13条　　この基準の管理は、総務部長が行う。


付　　　則

①　この基準は、２００５年　３月３１日から施行する。
②　２０１５年　９月　１日　社規全般見直しによる一部改訂
③　２０１６年１０月　１日　一部改訂
[bookmark: _GoBack]④　２０２１年　７月　１日　一部改訂
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